
アクセス

〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134
京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階
TEL：075ー326ー0066（知財総合支援窓口直通）　FAX：075ー321ー8374
TEL：075ー315ー8686（代表）
http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kyoto/ 京都発明協会

バス ・京都リサーチパーク前 下車 徒歩約 4分
 ・七条千本 下車 徒歩約 10分
 ・西大路五条 下車 徒歩約 10分
 ・五条千本 下車 徒歩 5分

鉄道 ・JR丹波口駅 下車 徒歩約 5分
 ・阪急・西院駅 下車 徒歩約 25分

駐車場 ・東地区地下有料駐車場：100円 /20 分

京都府知財総合支援窓口

権利期間

出　　　願

産業財産権制度の概要

出願公開

特許公報 登録実用新案公報 意匠公報 商標公報

出願公開

審査請求

審査 審査

特許権

出願から 20年

実用新案権

出願から 10年

意匠権

登録から 20年

商標権

登録から 10年
（更新可能）

特許 実用新案 意匠 商標

※INPITは「いんぴっと」といいます。

相談
無料

秘密
厳守

開設時間
毎週 月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始除く） ※事前予約制です。
午前 9：00～12：00　午後 13：00～17：00

お問い合せ先
TEL：075-326-0066  FAX：075-321-8374
詳細はホームページをご覧ください
http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kyoto/

京都発明協会「知財総合支援窓口」



京都府知財総合支援窓口の支援事例

相談
内容

▶黒谷地区で生産された手漉き和紙に「黒谷和紙」のロゴをつけて販売して
いる。近年偽物が出回っており「黒谷和紙」という名前を商標登録して偽
物を防止したい。

▶京都府・綾部市などから地域活性化を期待されている一方で、手漉き和紙
の担い手の減少で悩んでいる。

支援
内容

▶「黒谷和紙」を一般商標ではなく地域団体商標として登録して、貴重な地域資
源のブランド化を図ることを助言した。

▶専門家を派遣し地域団体商標の登録要件及び周知性を証明するための具体的
な資料、適切な指定商品の選定、ブランド管理の重要性等について助言した。

■地域団体商標登録による地域資源のブランド化
黒谷和紙協同組合
地域の通称「黒谷和紙」のブランド化【京都府綾部市】

地域団体商標権取得に向けた取り組み
自体が周知性アップにつながる。

一言ポイント商標制度に関してほとんど知らなかったが、地域団体商標
権取得の取組みで、商標のブランド化の重要性を理解する
ことができた。これをきっかけに黒谷和紙を使った紙布の
商標「黒谷綜布」も組合独自で出願・登録することができ
た。また、若手の採用、育成に繋がる道ができそうだ。

相
談
者
の
声

相談
内容

▶開発した新規フェイスマスクの国内外での特許取得を支援し
てほしい。
▶開発技術と取得特許を化粧品関連メーカーに提供し、開発品
の普及促進するための助言がほしい。

支援
内容

▶複数の国内特許出願・取得、PCT電子出願を通じての外国特許取得を支援
した。
▶開発状況に応じた他社への特許・技術ライセンス契約締結についての助
言をした。

■自主開発製品の国内外特許取得・他社へのライセンス
株式会社コスメチックスプランナーツカモト
化粧品フェイスマスクの開発【京都市山科区】

PCT活用等で特許取得し、ライセンスへ
の活用が開発ベンチャーとして大事。

一言ポイント特許出願・取得に多くの支援を頂き、中国・韓国での特許取
得も実現できた。他社との契約も締結でき、開発商品の普
及促進の目処ができた。

相
談
者
の
声

「知財総合支援窓口」では、特許や商標など知的財産に関するさまざまな悩み・課題について幅広く相談を
受け付け、窓口に常駐する窓口支援担当者のほか、弁理士等の専門家や関係する支援機関と連携してワンス
トップサービスを無料で行います。

相談
無料

秘密
厳守

知財に関する悩みや課題はありませんか？
知財総合支援窓口を使って
課題を解決してみませんか!!

知財意識・アイデア

●国内外出願に必要な費用、手続き等の説明
●アイデアや商品名を調べる方法の説明

国内・海外出願

●国内外出願書類の作成方法や添削等の支援
●海外展開上の注意点の洗い出し
●電子出願端末を用いた出願作業の支援

拒絶理由通知

●拒絶理由通知への対応や書類の添削

登録・権利化・製品化・事業化

●ライセンス契約の流れの説明
●権利譲渡契約書の確認
●お持ちの権利の有効活用への支援

窓口支援担当者が中小企業様等の知的財産に関する悩み
や課題をその場で解決支援
（知的財産権制度の説明や窓口からのインターネット出願を含めた出願等の手続
支援、知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明等も行います。）

中小企業様等のご要望に応じて、窓口支援担当者が中小
企業様等を直接訪問して解決支援

知的財産を有効に活用していない中小企業様等を発掘し
てより多くの中小企業様等の知的財産活用を促進

特に高度な専門性を必要とする内容は知財専門家（弁理
士等）を活用して支援担当者と協働して解決支援

アイデアが
あるが

どうすれば
良いか

わからない

国内や海外
に

出願したい

権利侵害に
対応したい

同じ商品や商品名を調査したい
海外へ製品を
販売したい ライセンス契約等をみてほしい

出前で知財セミナーを開いてほしい

【知財総合支援窓口運営業務】（独立行政法人工業所有権情報・研修館事業）
「知財総合支援窓口」の概要

知財専門家
専門性の高い相談の場合
は、弁護士・弁理士・デザ
イン専門家・ブランド専門
家・海外知財プロデュー
サー等も支援します。

窓口支援担当者

小林　恵松岡　宏樹九鬼　正雄福本　徹中里　兼次小倉　一郎
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